
新旧対照表

新 旧

高知県伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業費補助金交付要綱

第１条から第３条まで省略

（補助対象経費及び補助率等）

第４条 補助対象経費及び補助率は、次に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未

満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

高知県伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業費補助金交付要綱

第１条から第３条まで省略

（補助対象経費及び補助率等）

第４条 補助対象経費及び補助率は、次に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未

満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

事業名 補助対象経費 研修期間 補助対象事業費

上限額

補助率 備考

短期研修

事業

短期研修開催に要する次の

経費とする。

・案内チラシ

・パンフレット作成費

・講師への謝金及び旅費

・ホームページの作成費

・通信運搬費

・消耗品費

・材料代

・その他知事が認めるもの。

５日以上 １研修当たり30
万円／年。

講師への謝金に

つ い て 日 額

9,000円を上限と
し、複数講師に

よる研修を実施

する場合も謝金

の合計額は同額

を上限とする。

３分の２

以内

研修中の滞在費、

研修地への往復の

旅費等は研修生自

身の費用負担とす

る。

・３親等以内は補

助対象外。

事業名 補助対象経費 研修期間 補助対象事業費

上限額
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短期研修
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５日以上 １研修当たり30
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講師への謝金に

つ い て 日 額

9,000円を上限と
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よる研修を実施
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身の費用負担とす
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・３親等以内は補

助対象外。



研修環境

整備事業

補助対象経費は、研修場所や

後継者の確保、育成に必要な

備品購入等にかかる経費と

する。

・研修用道具の購入又はリー

ス料

・修繕費

その他知事が認めるもの。

30万円／年 ３分の２

以内

・上限額は、研修

生を受け入れる事

業者ごととする。

・ただし、研修用

道具については、

研修の用に供すべ

き物が無い場合に

限る。

研修者受

入事業

補助対象経費は、研修生に支

給する研修補助金等とする。

・図書教材費

・道具代

・原材料費

・研修視察費

・研修生受入生産者との連絡

会等への参加費

・損害保険料

・研修中の生活費

・その他知事が認めるもの。

３か月以上

２年以内。

１か月にお

ける研修日

数は原則と

して 20 日
以上。

研修生１人当た

り月額15万円
３分の２

以内

ただし、指導者と

は別生計である

者。
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後継者の確保、育成に必要な

備品購入等にかかる経費と

する。

・研修用道具の購入又はリー
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ただし、指導者と

は別生計である

者。



第５条から第２３条まで省略

附 則

１ この要綱は、平成26年７月24日から施行する。

２ この要綱は、平成32年５月31日限りその効力を失う。また、この要綱の規定に基づき交付された補

第５条から第２３条まで省略

附 則

１ この要綱は、平成26年７月24日から施行する。

２ この要綱は、平成32年５月31日限りその効力を失う。また、この要綱の規定に基づき交付された補

研修受入生産者等に支給

する謝金とする。

研修受入生産

者等１人当た

り月額12万５

千円。ただし、

研修受入生産

者等が、１人ま

たは複数の研

修生に対して、

複数の組合員

（または事業

者）で研修生を

受け入れる生

産組合等の場

合は、研修生１

人当たりを月

額12万５千円

とする。

10 分の

10以内

３分の

２以内

・月額５万円ま

での補助率は

10分の10以内。

・月額５万円を

超え12 万５千

円までの部分の

補助率は、３分

の２以内とす

る。

・３親等以内は

補助対象外。

学校形式による育成施設

の運営に関する経費

学校形式によ

る育成施設の

事務管理に要

する経費

３分の

１以内

・学校形式によ

る育成施設につ

いては、他の補

助事業の対象経

費を除いた事務

管理費の３分の

１以内を上限と

する。

研修受入生産者等に支給

する謝金とする。

研修受入生産

者等１人当た

り月額12 万５

千円。ただし、

研修受入生産

者等が、１人ま

たは複数の研

修生に対して、

複数の組合員

（または事業

者）で研修生を

受け入れる生

産組合等の場

合は、研修生１

人当たりを月

額12万５千円

とする。

10 分の

10以内

３分の

２以内

・月額５万円ま

での補助率は

10分の10以内。

・月額５万円を

超え12 万５千

円までの部分の

補助率は、３分

の２以内とす

る。

・３親等以内は

補助対象外。



助金については第13条第１号から第５号まで、第15条、第16条第３項、第19条、第20条及び第22

条の規定は同日以降もなおその効力を有する。

附 則

１ この要綱は、平成27年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成28年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成28年７月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成29年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成30年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成31年４月１日から施行する。

助金については第13条第１号から第５号まで、第15条、第16条第３項、第19条、第20条及び第22条

の規定は同日以降もなおその効力を有する。

附 則

１ この要綱は、平成27年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成28年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成28年７月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成29年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成30年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成31年４月１日から施行する。


